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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　番組を受信して記録する番組記録装置において、
　少なくともユーザによる番組の録画予約を受付け、登録された予約の実行を管理する予
約管理装置と、
　番組ごとに設定されている第１のコピー可能回数を含む放送予定番組情報を放送波から
取得して蓄積する番組情報管理装置と、
　ユーザの所望するコピー可能回数を示す第２のコピー可能回数を記憶する所望回数保持
装置とを備え、
　前記予約管理装置は、ユーザが予約操作を行なう際に、前記番組情報管理装置が保持し
ており、その予約する番組に設定されている第１のコピー可能回数と、前記所望回数保持
装置が保持している第２のコピー可能回数とを比較し、第２のコピー可能回数が大きい場
合に、その予約する番組のコピー可能回数に関する情報をユーザに通知するための画面を
提示することを特徴とする番組記録装置。
【請求項２】
　番組を受信するために第１のチューナと、第２のチューナとを備え、
　前記予約管理装置は、ユーザが予約操作を行なう際に、前記番組情報管理装置が保持し
ている第１のコピー可能回数と、前記所望回数保持装置が保持している第２のコピー可能
回数とを比較し、第２のコピー可能回数が大きい場合に限って、前記ユーザが予約操作を
行っている１番組に関して自動的に２つの予約登録を行い、
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　前記２つの予約登録は、前記第１のチューナを介して受信する番組の予約登録と、前記
第２のチューナを介して受信する番組の予約登録である、
　請求項１に記載の番組記録装置。
【請求項３】
　番組を受信するために第１のチューナと、第２のチューナとを備え、
　前記予約管理装置は、ユーザが予約操作を行なう際に、前記番組情報管理装置が保持し
ている第１のコピー可能回数と、前記所望回数保持装置が保持している第２のコピー可能
回数とを比較し、第２のコピー可能回数が大きい場合に限って、前記ユーザが予約操作を
行っている１番組に関して、ユーザに２つの予約登録を行うための誘導指示を行い、
　前記２つの予約登録は、前記第１のチューナを介して受信する番組の予約登録と、前記
第２のチューナを介して受信する番組の予約登録である、
　請求項１に記載の番組記録装置。
【請求項４】
　少なくともユーザによる番組の録画予約を受付け、登録された予約の実行を管理する予
約管理ステップと、
　番組ごとに設定されている第１のコピー可能回数を含む放送予定番組情報を放送波から
取得して蓄積する番組情報管理ステップと、
　ユーザの所望するコピー可能回数を示す第２のコピー可能回数を記憶する所望回数保持
ステップとを有し、
　前記予約管理ステップは、ユーザが予約操作を行なう際に、前記番組情報管理ステップ
により保持しており、その予約する番組に設定されている第１のコピー可能回数と、前記
所望回数保持装置が保持している第２のコピー可能回数とを比較し、第２のコピー可能回
数が大きい場合に、その予約する番組のコピー可能回数に関する情報をユーザに通知する
ための画面を提示することを特徴とする番組記録方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばハードディスクを内蔵して放送番組を記録する装置に使用して好適な
番組を記録する番組記録装置及び番組記録方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えばハードディスクを内蔵して放送番組の記録を行う装置において、ユーザ操作によ
り所望の番組の予約を行って所望の放送チャンネルと時間帯に放送を受信し、記録するこ
とが行われている。この放送には、コピー制御情報が付加されて放送されていて、番組記
録装置はこの制御情報に従ってコンテンツを録画したり、装置から外部にコンテンツを取
り出すことができるかを決定する。この制御情報は、番組の放送開始より早い時点でＳＩ
情報として受信可能であるため、ユーザが予約操作を行う時点において、コピーが可能か
どうかを知ることができる。
【０００３】
　現在、この制御情報に関して、コピー可能回数情報を付加して放送を行う仕組みが検討
されている。このコピー可能回数情報は、コピー制御情報がＣｏｐｙ　Ｏｎｅ　Ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｏｎの場合に利用する情報であり、放送された番組を装置内に蓄積した後、外部
の記憶媒体に何回コピーを行うことができるかを示す情報である。
【０００４】
　ところで、従来から、チューナなどを複数搭載することにより、同じ時間帯の番組を複
数記録することが可能なものが一般に流通している（例えば、特許文献１参照）。このよ
うな装置では、ユーザが、ある特定の番組に対して複数個の予約登録操作を行うことで、
同じ番組を複数個のコンテンツとして記録することが可能である。
【０００５】
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　図８は、従来の番組記録装置である。ユーザは、番組情報管理装置１５２の形成する図
９の番組表を見ながら予約を行う番組を決定し、登録することができる。このとき、ユー
ザは番組情報表示部１８１を確認することで、選択中の番組１７３についての番組の詳細
情報などを確認することができるが、ここにはコピー可能回数の情報は表示されない。予
約管理装置１５３は、図１０に示すフローチャートで動作し、予約を１つ登録して処理を
終了する。
【特許文献１】特開２００２－１８５９０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、番組ごとに放送局がコピー可能回数を指定できる形態の放送が運用され
る場合でも、番組情報管理装置１０４は、コピー可能回数をユーザに提示する機能を持た
ず、ユーザが予約登録する際に、１つの予約を登録することでコピー可能回数が足りるか
どうかを判断することができない。
【０００７】
　コピー可能回数がユーザの所望する回数以上であれば、放送から受信してハードディス
クに記録するコンテンツは１つでよいが、そうでない場合は、記録されたコンテンツを別
の記録媒体にコピーする際に回数が不足することになる。ユーザの所望するコピー可能回
数を満たす数の予約を簡単に登録することを本発明の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の番組記録装置は、所望回数保持装置１０２
と、番組情報管理装置１０３と、予約管理装置１０６とを有する。
【０００９】
　本構成によって、ユーザの所望するコピー回数を、所望回数保持装置１０２で保持して
おくことが可能になる。さらに、ユーザ操作により番組の予約が予約管理装置１０６に行
われた際に、この予約された番組に関して、番組情報管理装置１０３が保持しているコピ
ー可能回数と、所望回数保持装置１０２が保持しているコピー可能回数とを比較し、番組
情報管理装置１０３の保持する回数のほうが小さいか否かを判定することにより、予約登
録数が１つで不足するか否かを判断することができる。予約登録数が１つで不足する場合
は、不足している旨をユーザに提示する。これによって、ユーザは登録数が不足している
ことを知ることができ、ユーザは予約管理装置に予約を追加して、登録数を２に変更する
ことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の番組記録装置によれば、ユーザの所望するコピー可能回数を満たす数の予約を
簡単に登録できる手段をユーザに提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１２】
　　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における番組記録装置の構成図である。図１において図
８と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する。
【００１３】
　図１において、この実施形態に示される番組記録装置１０１には、所望回数保持装置１
０２と、番組情報管理装置１０３と、予約管理装置１０６を有している。所望回数保持装
置１０２は、ユーザ操作受付装置１２１を介して、ユーザの所望するコピー回数を記憶し
ておく。番組情報管理装置１０３は、アンテナ１１１から受信した放送波を第１のチュー
ナ１０５を経由して得られるＳＩを蓄積し、ユーザが予約登録を行うための番組表を形成
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したり、登録された予約が動作するために必要な番組識別情報（ｅｖｅｎｔ＿ｉｄ）など
を管理するものである。ＳＩは、番組ごとのコピー可能回数の情報を含んでいる。
【００１４】
　以上のように構成された放送記録装置について、図１および図２を用いてその動作につ
いて説明する。
【００１５】
　まず、ユーザが予約登録を行うより前に、ユーザが所望するコピー回数を所望回数保持
装置１０２に登録しておく。これは、ユーザがユーザ装置受付装置１２１を用いて行うこ
とができる。この操作は、ユーザが所望するコピー回数に変更がある場合に限り再度行う
必要がある。
【００１６】
　続いて、ユーザが予約登録を行う際の動作を説明する。予約管理装置１０６は、図２に
示す予約登録アルゴリズムを持つ。ステップＳ２０１において、ユーザは、番組情報管理
装置１０３の持つ情報から形成された図３に示す番組表を見ながら、ユーザ操作受付装置
１２１を介して予約管理装置１０６に対して番組の予約登録を行う。ここで、番組情報表
示部１７１には、番組ごとのコピー可能回数が表示され、ユーザはコピー可能回数を知る
ことが可能である。ステップＳ２０２において、予約管理装置１０６は、対象番組のコピ
ー可能回数と、ユーザの所望するコピー可能回数を比較する。対象番組のコピー可能回数
は、番組情報管理装置１０３から取得する。また、ユーザの所望するコピー可能回数は、
所望回数保持装置１０２から取得する。ここで、対象番組のコピー可能回数のほうが小さ
い場合はステップＳ２０３に処理を進める。そうでなければ予約登録操作を終了する。
【００１７】
　次に、ステップＳ２０３では、対象番組のコピー可能回数が、ユーザの所望するコピー
回数より小さいことをユーザに通知するため、図示しない映像出力装置から図４の画面を
出力する。続いて、ステップＳ２０４において、ユーザは同じ予約の番組を追加するかを
決定し、ユーザ操作受付装置１２１を介して予約管理装置１０６に入力する。ユーザが予
約を追加したい場合は、図４の画面で「はい」の選択肢を選び、追加したくない場合は「
いいえ」の選択肢を選ぶ。続いてステップＳ２０５に処理を進める。ステップＳ２０４で
ユーザが予約追加の操作を行った場合はステップＳ２０６へ処理を進め、そうでなければ
予約登録の処理を終了する。ステップＳ２０６では、対象番組の予約登録を新たに１つ追
加する。このとき、対象番組の予約登録数はステップＳ２０１で登録したものとあわせて
２となる。
【００１８】
　以上のようにして、ユーザは対象番組のコピー可能回数が少ない場合に限って２つの予
約登録を簡単に行うことができる。対象番組の放送時間が到来すると、予約管理装置１０
６は記録・再生装置１０７を動作させる。記録・再生装置１０７は第１のチューナおよび
図示しない第２のチューナから入力される放送データを記録する。このようにして、対象
番組を２つ記録することができ、ユーザの所望する回数のコピーを行うことが可能である
。
【００１９】
　以上のようにして、ユーザは対象番組のコピー可能回数が所望するコピー可能回数より
少ない場合に限って２つの予約登録を簡単に行うことができる。
【００２０】
　かかる構成によれば、ユーザの所望するコピー可能回数を満たす数の予約を簡単に登録
できる手段をユーザに提供することができる。
【００２１】
　なお、本実施の形態において、図３では番組情報表示部１７１を番組表１７２と同じ画
面に設けたが、必ずしも同時に表示する必要はなく、別の画面に表示する構成としてもよ
い。また、図３の番組情報表示部１７１ではコピー可能回数を表示する構成としたが、コ
ピー可能回数を表示しない構成としてもよい。
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【００２２】
　　（実施の形態２）
　図５は、本発明の実施の形態２における番組記録装置の構成図である。図５において図
１と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する。
【００２３】
　実施の形態２における予約管理装置１３２は、図６に示す予約登録アルゴリズムを持つ
。図６において、図２と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する。ステ
ップＳ２０２において、対象番組のコピー可能回数のほうが小さい場合はステップＳ２０
６に処理を進める。ステップＳ２０７では、番組のコピー可能回数が少なかったために予
約を２つ登録したことを示すため、図示しない映像出力装置から図７の画面を表示する。
これにより、ユーザは番組のコピー可能回数が少なかったことを知ることができ、さらに
、ユーザの操作をともなわずに自動的に適した数の予約を登録することができる。
【００２４】
　以上のようにして、ユーザは対象番組のコピー可能回数が所望するコピー可能回数より
少ない場合に限って２つの予約登録を簡単に行うことができる。
【００２５】
　かかる構成によれば、ユーザの所望するコピー可能数を満たす数の予約を簡単に登録で
きる手段をユーザに提供することができる。
【００２６】
　なお、本実施の形態において、ステップＳ２０７で何も処理を行わず、ユーザに通知し
ない構成としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明にかかる番組記録装置及び番組記録方法は、ユーザの所望するコピー可能回数を
満たす数の予約を簡単に登録する手段をユーザに提供することが可能になるので、ハード
ディスクを内蔵して放送番組を記録する装置に使用して好適な番組を記録する番組記録装
置及び番組記録方法等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施の形態１における番組記録装置の構成図
【図２】予約管理装置１０６における予約登録のフローチャート
【図３】番組情報管理装置１０３の形成する番組表の図
【図４】本発明の実施の形態１におけるコピー回数が少ないことを通知する画面図
【図５】本発明の実施の形態２における番組記録装置の構成図
【図６】予約管理装置１３２における予約登録のフローチャート
【図７】本発明の実施の形態２における予約を自動登録したことを通知する画面図
【図８】従来例の番組記録装置の構成図
【図９】番組情報管理装置１５２の形成する番組表の図
【図１０】予約管理装置１５３における予約登録のフローチャート
【符号の説明】
【００２９】
　１０１　　実施の形態１における番組記録装置
　１０２　　所望回数保持装置
　１０３　　実施の形態１における番組情報管理装置
　１０５　　第１のチューナ
　１０６　　実施の形態１における予約管理装置
　１０７　　記録・再生装置
　１０８　　映像・音声出力装置
　１１１　　アンテナ
　１２１　　ユーザ操作受付装置
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　１３１　　実施の形態２における番組記録装置
　１３２　　実施の形態２における予約管理装置
　１５１　　従来例における番組記録装置
　１５２　　従来例における番組情報管理装置
　１５３　　従来例における予約管理装置
　１７１　　実施の形態１における番組情報表示部
　１７２　　番組表
　１７３　　選択中の番組
　１８１　　従来例における番組情報表示部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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